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提出書類 チェック内容 ☑欄

申請書 記入漏れがない □
見積書等の写し 車両本体価格及び車名の記載がある □
リース元およびリース料金の算定根
拠が明示されている書類の写し

リースの場合のみ □

法人市民税の納税証明書及び法人所
在証明書

法人の場合のみ □

申請者が営む事業及びその内容を記
した書類及び市内での営業活動が確
認できる書類

法人所在証明が提出できない個人事業主等
(事業主の住所が市内にある場合に限る)の場合

□

現地案内図 住宅地図に設置場所を表示したもの □
設置前の写真 設置前の状態が確認できる □
仕様書 記入漏れがない □
配置図 敷地内のどこに急速充電設備が設置予定かわかる □
土地所有者の承諾書 設置場所が申請者の所有でない場合のみ □

電気自動車普及促進事業補助申請チェックシート（申請）表

現住所

申請者氏名

事 項

リチウムイオン電池によって駆動される電動機を原動機とする四輪以上の自動車である

初度登録はしていない（電気自動車の場合）
初度登録は補助金の交付決定を受けた後にする
国が決定した補助事業者が定める電気自動車用急速充電設備であり、中古ではない

事 項

初度登録した日から30日以内に、補助金実績報告書を提出できる
補助金の申請時に市内に1年以上継続して住所を有している
自ら使用するために車両を購入する
電気自動車は3年間、電気自動車用急速充電設備は5年間、許可なく売却等の処分はしない

一般に開放するものである（急速充電設備の場合）
税の滞納がない

上記に加え、急速充電設備のみ提出する書類

委託業者

所在地

担当者名

電話番号

※裏面も記入してください。
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※手続きを業者に委

託している場合は記

入してください。



確
認 □

電気自動車普及促進事業補助申請チェックシート（申請）裏

☑※下記の内容をご確認いただけたら、 欄に✓をしてください。

◆電気自動車の初度登録は、補助金の交付決定を受けた後に
 なります。

◆電気自動車用急速充電設備の設置工事に着手するのは、補助金
 の交付決定を受けた後になります。

        上記の事項について確認しました。


